
教員等
（認定特定行為業務従事者）

学校

（登録特定行為事業者）

特定行為の提供

対象者
（幼児児童生徒）

教育委員会
（登録研修機関）

喀痰吸引
（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

経管栄養

（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）

都道府県知事

・登録
・指導監督

看護師

医師 医療関係者との連携
適切な役割分担

医師
指示書

・研修の実施、修得審査
・帳簿の管理
・業務規程の作成 等

・登録
・指導監督

・認定の決定
・認定証の返納

・研修修了証明証の交付
・認定証の交付

報告書

喀痰吸引等の制度（特別支援学校において想定されうる一例）

・登録の申請
・登録の変更

・研修の受講
・認定証の申請

・登録の申請
・登録の変更
・登録の更新

※教育委員会が登録研修機関となり、都道府県
知事が委託契約することにより、教育委員会
が認定書交付事務の一部を実施する場合を想
定したスキームであること。

・計画書の作成
・業務方法書の作成
・安全委員会の設置
・備品等の確保 等

教育委員会
学校と医療関係者との連携の下で安全に

実施される喀痰吸引等の提供体制を構築

これまで、違法性阻却下においては、ケアの実施時に看護師の常駐
が条件となっていたが、新制度において教員等が実施するに当たっ
ては、学校常駐であることは問わない。しかし、子どもは状態が変化
しやすいことなどを考慮すると学校内に常駐することが望ましい。
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